
　１月10日（火）、県庁でロアッソ熊本新体制発表会が行わ
れ、和水町が「火の国もりあげタイ！」プロジェクトに任命
されました。
　「火の国もりあげタイ！」とは、ロアッソ熊本が掲げる日
本一地域の根ざしたクラブづくりの取り組みの一つで平成
26年から開始。ロアッソ熊本の選手たちと地域住民が交流
しながら、地域の魅力を発信し、まちづくりやまちおこしを
応援するものです。
　今後、ロアッソ熊本の選手たちが町のイベントに参加した
り、サッカー教室などを行ったりする予定です。
　和水町はＪ１昇格を目指すロアッソ熊本を応援していきま
す。

青年団と餅つき　～神尾保育園～

ロアッソ熊本「火の国もりあげタイ！」に任命されました

　12月19日（月）、神尾保育園で和水町青年団が餅つきを
行いました。この行事は、青年団員と園児の親睦を図ること
を目的に毎年開催されています。
　今回は、運動会に続き２回目の来園とあって子どもたちも
楽しみに待っていました。最初は、青年団員だけで餅つきを
行い、２回目から園児は重い杵を持ち、一生懸命餅をついて
いました。園児たちは、青年団員と一緒に杵をついたり、つ
いた餅を一口大に丸める作業を行いました。
　餅つきの後、園児たちは青年団員と給食室でお雑煮を食
べ、つきたてのお餅を美味しそうに食べていました。

最後はお雑煮をおいしく食べました

ロアッソ熊本新体制発表会の様子

　12月24日（土）、津田・平野の地域づくり団体「なごみ
の里協議会」が、ふれあいの森で収穫祭を行いました。
　この日は好天に恵まれ、地元住民のほかに、地域おこし協
力隊や福岡市からの参加者、熊本県立大学の学生など42人
が参加。平野で採れたもち米を使い、山小屋「やませみ」の
前で石臼を使い餅つきをしました。蒸

せい

篭
ろ

で炊きあがったもち
米を臼を移すと、蒸気とともに参加者から歓声が上がりまし
た。１年間無事に活動できたことに感謝しつつ、みんなで餅
をつき、あん餅とぜんざいを美味しく食べました。
　この日は餅つきのほかにシイタケとヒラタケ用のホダ木の
伐採も行いました。早ければ今年の秋にはヒラタケの収穫祭
を行う予定です。 餅つきをする参加者

なごみの里協議会で収穫祭を行いました
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役場本庁　１階ロビー 総合支所　第１・２会議室
2月16日(木)

〜
2月27日(月)

確定申告（一般） 確定申告（一般）

2月28日(火) 午前 白石 午前 上十町
午後 北原　鶯原 午後 板楠西

3月1日(水) 午前 中原　牧野　寺山 午前 西口
午後 江光寺　立石　浦谷 午後 板楠東

3月2日(木) 午前 馬場　皆行原 午前 中十町
午後 大江田　中路 午後 山十町

3月3日(金) 午前 前原　中央団地 午前 住吉
午後 藤田　米渡尾 午後 東吉地

3月6日(月) 午前 日平 午前 中林　下吉地
午後 用木 午後 中和仁

3月7日(火) 午前 萩原　　浦 午前 中吉地　開拓
午後 久米野　焼米　大屋 午後 上和仁　上吉地

3月8日(水) 午前 本村 午前 和仁　野田
午後 古閑　前野　榎原 午後 上平野　下平野

3月9日(木) 午前 岩尻　志口永　 午前 上大田黒
午後 下津原（菰田・東・中・西） 午後 下大田黒

3月10日(金) 午前 長小田　内田 午前 上津田
午後 上久井原　下久井原 午後 下津田

3月12日(日) 休日申告日 休日申告日

3月13日(月) 午前 　門 午前 下岩
午後 江栗 午後 上岩　中岩

3月14日(火) 予備日（最終日） 予備日（最終日）

確定申告・住民税などの申告日程表

　３月15日（水）は、申告書の整理を行うため、来庁は３月１４日（火）までにお願いします。
　申告の内容によっては、玉名税務署へご案内する場合があります。

【受付時間】午前の部：午前９時～11時30分／午後の部：午後１時～４時

【 持って来ていただくもの 】
○自営業(農業、営業、大工、左官)などの事業所得のある人は、収支内訳書や経費に係る領収証など
≪農業所得用の収支内訳書を役場と農協に用意しています。また、農業以外の収支内訳書は役場に用意しています。≫
○源泉徴収票（給与所得者、年金受給者など）     
○生命保険、地震保険、社会保険料などの支払証明書　     
○印鑑（新たに振替納税をされる場合は通帳印）     
○昨年土地など売られた人は、売買契約書等関係書類     
○本人の口座情報（所得税還付の場合に必要です。）     
○その他申告に必要な書類     
■領収証の仕分け集計を必ずお願いします。（出来ていない場合は受付けません。）   
■社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）の導入に伴い、平成28年分の確定申告書などにはマイナンバー（個人

番号）の記載が必要となりました。マイナンバー（個人番号）を記載した確定申告書等を提出する際には、申告さ
れるご本人の本人確認書類（通知カード又はマイナンバーカード＋身元確認書類）の写しの添付が必要ですので、
必ず本人確認書類をご持参ください。

上記期間中であれば、該当される地域以外の
日でも、申告を受け付けております。

平成29年
（平成28年分）

○開設期間　２月16日（木）～３月15日（水）　午前９時～午後４時　※土日祝を除く
○申告会場　玉名税務署　１階（玉名市岩崎273番地　玉名合同庁舎）

玉名税務署でも確定申告会場を開設しています

※申告期限が間近になりますと、申告相談会場は大変混雑し、長時間かかる場合もありますので、早めの申告に御協力を
お願いします。

問い合わせ先　本庁　税務住民課　町民税係　　☎0968・86・5723
　　　　　　　総合支所　住民課　税務住民係　☎0968・34・3111（内線754）
　　　　　　　玉名税務署　　　　　　　　　　☎0968・72・2125（自動音声案内「0」）
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